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社会福祉法人 甲府市民生福祉会 

１．設  立   当法人は、甲府市の民生児童委員が経営主体となり「養護老人ホ－ム春風寮」 

と「特別養護老人ホ－ム桜井寮」を設置経営しています。その濫觴は、時の方面 

委員が浄財を出し合い、民家を借り受け路傍に迷う不遇な老人のお世話を致した 

ことにより始めた事業（昭和１３年５月）でありまして、今もその精神が脈々と

して引き継がれ、６０余年の歳月を経て今日に至っております。(施設要覧より理事長ご挨拶) 

  この間、昭和３２年には昭和天皇皇后両陛下御巡幸の栄に浴しました。又、昭 

和５６年には、桜井寮の開設（工費261,014,000円)､昭和６０年には春風寮の移転 

(工費431,0290,000円)、及び桜井寮の特別介護棟の増設(工費174,895,000円)を完

了しました。 

  これは、山梨県・甲府市・日本小型自動車振興会・社会福祉医療事業団・甲府 

市民生児童委員・春風寮桜井寮職員等からの多大な財政援助と浄財のご寄付で 

完成を見まして今日に至っております。 

  敷地面積                                    ８,９３６㎡ 

  桜井寮鉄筋コンクリ－ト３階建（一部３階）     ２,８４３㎡ 

  春風寮鉄筋コンクリート３階建              ２,６６１㎡ 

２．基本方針 (1)人材の確保、育成に努めます。 

(2)情報の開示の徹底と経営基盤の強化を図ります。 

(3)老朽化施設設備を整備します。 

３．所在地   〒400-0803  山梨県甲府市桜井町５５８ 

            ＴＥＬ  ０５５－２３２－８２６１ 

            ＦＡＸ  ０５５－２３１－２７１６ 

４．主な事業 (1)第一種社会福祉事業 

     養護老人ホ－ム  春風寮の設置経営 

     特別養護老人ホ－ム  桜井寮の設置経営 

(2)第二種社会福祉事業 

     老人デイサ－ビス事業（春風寮） 
     老人短期入所事業（桜井寮、春風寮） 

５．代表者 (1)理 事 長       柄沢
からさわ

  眞
まこと

 

     
６．役  員 (1)理 事 長        

(2)副理事長        

(3)理    事        

(4)監    事        

(5)評 議 員       
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特別養護老人ホーム 桜井寮 

１．所在地   〒400-0803  山梨県甲府市桜井町５５８ 

           ＴＥＬ  ０５５－２３２－８２６１ 

           ＦＡＸ  ０５５－２３１－２７１６  

２．交通 ＪＲ中央線 

   酒折駅又は石和温泉駅下車、徒歩２０分 

   甲府駅下車の場合、バス英和大学入口下車、徒歩７分 

中央自動車道 

   一宮御坂ＩＣ、国道２０号（甲府バイパス）から４１１号線 

３．開設日 昭和５６年５月１日 

４．施設の目的  介護保険等関係法令の定めに従い「明るく楽しく」の寮訓の下、喜んで利用し 

て頂ける介護サ－ビスの提供を目的とします。 

５．運営の方針 (1) 食事・入浴・排泄専門委員会を開催します。 

(2) 記録と情報の共有化を図ります。 

(3) 利用者個人に合った介護サ－ビス計画を樹立します。 

(4) 苦情処理に適切に対応します。 

(5) 地域交流事業を促進します。 

(6) 職員の専門性を図ります。 

６．利用定員 (1)入所利用        ８０名 

(2)短期入所利用         ２名 

７．居室                １階        ２階         ３階  

４人部屋      ５室        ８室         ４室 

３人部屋      ０室        ０室         ０室 

２人部屋      ０室        ５室         ０室 

１人部屋      ０室        ５室         ０室 

静養室        ０室        １室         ０室 

８．職員構成  (1) 施設長      １名    (8) 管理栄養士        １名以上 

 (2) 事務員       １名    (9) 栄養士             １名以上 

 (3) 生活相談員    １名     (10) 調理員         ４名以上 

 (4) 介護支援専門員  １名     (11) 宿直員         ３名 

 (5) 介護士      ２８名以上  (12) 日直員         １名 

 (6) 看護師      ３名以上  (13) 嘱託医師(内科・精神科) ２名   

 (7) 機能訓練指導員(兼)１名       (14) 協力医師(皮膚科･歯科) ２名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．夜間の職員体制 

 

介護士  ３名（１６：００～１０：００） 

宿直員  １名（１７：１５～ ８：３０） 

１０．利用料 別表をご参照ください。 
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１１．苦情対応 

 

 

 

 

 苦情受付担当者 生活相談員 ０５５－２３２－８２６１ 

苦情解決責任者 施設長   ０５５－２３２－８２６１ 

第３者委員   池川睦平  ０５５－２３５－１６８１ 

         小野克哉  ０５５－２５１－６４０２ 

甲府市福祉保健部介護保険課      ０５５－２３７－５４７３ 

国民健康保険団体連合会苦情受付 ０５５－２３３－９２０１  

１２．第三者評価の 

   実施 

 第三者評価は実施しておりません 

１３．嘱託医 

   （内科） 

 八代戸田内科クリニック 

 院 長   戸田 貴人 

 〒406-0831 山梨県笛吹市八代町高家３０４－１ 

 ＴＥＬ ０５５－２６５－３３６６ ＦＡＸ ０５５－２６５－３３９５ 

１４．嘱託医 

   （精神科） 

 

   

 甲府中央クリニック   

院 長   山角 駿 

 〒400-0032  山梨県甲府市中央２丁目３番５号 

 ＴＥＬ ０５５－２２７－３０７７ ＦＡＸ ０５５－２２７－３０７７ 

 

 
１５．協力病院  市立甲府病院 

院 長   田邊 信明 

 〒400-0832 山梨県甲府市増坪町３６６番地 

 ＴＥＬ ０５５－２４４－１１１１ ＦＡＸ  ０５５－２２０－２６５０ 

石和共立病院 

院 長   太田 昭生 

〒山梨県笛吹市広瀬６２３番地 

ＴＥＬ ０５５－２６３－３１３１ ＦＡＸ ０５５－２６３－３１３６ 

 １６．協力歯科医 クボデラ歯科 

院 長   久保寺 篤 

〒400-0803 山梨県甲府市桜井町４３番地     

ＴＥＬ ０５５－２３５－１１８０  

１７．協力皮膚科医 ふるはし皮膚科クリニック 

院 長   古橋 正男 

〒400-0025 山梨県甲府市朝日１丁目３番１号 

ＴＥＬ ０５５－２５２－８８５５  ＦＡＸ  ０５５－２５１－０４６１ 

１８．事故発生時の 

   対応方法 

事故が発生した場合には、応急処置および緊急受診などの必要な処置を講ずる 

ほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

１９．面会時間  おおむね午前９時頃から午後４時頃までの間にお願い致します。 

 但し、緊急時これに限りません。 

２０．入退所手続き (1) 入所 

   入所契約および各種手続きを結びサービスの提供を始めます。 

(2) 退所 

   利用者のご都合で退所される場合は、事前にお申出下さい。 

   その他、入所契約書を御覧下さい。 



 
- 4 - 

 
 

 

    特別養護老人ホーム桜井寮への入所利用または短期利用にあたり、利用者に対して 

契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

 

 

 

   （説明者） 

 

    所在地  山梨県甲府市桜井町５５８番地 

 

    名 称  社会福祉法人 甲府市民生福祉会 

         特別養護老人ホーム 桜 井 寮 

 

          令和  年  月  日 

 

         職名  相談員  小林 恵里子  印 

 

 

 

 

   令和  年  月  日 

 

重要事項の説明を受け、了承しました。 

 

         

    （利用者） 

 

         住 所 

 

         氏 名               印 

 

 

 

    （契約者） 

 

         住 所 

 

         氏 名               印 

 


